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薩摩 川内市長　 岩切　 秀雄　　 様

ﾚり 糸

武　市　海　第

平成２５年７月

武雄市長　 樋渡　 啓祐

『日本国地方政府連絡協議会（仮称）』駐在事務所負担金について（依頼）

号

日

時下　ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃よりＦＢ良品の運営につきましては並々ならぬご協力を頂き感謝申し上げます。

本市では、他自治体と連携して、成長著しいＡ ＳＥＡＮ６億人市場をターゲットに、特産

品のＰＲ及び販路開拓、観光客誘致などを実施したく、このたび、シンガポールを拠点とし、

現地事務所を設立することとしました。

つきましては、ぜひ貴市にご参画いただきたく、標記負担金について、予算措置をお願い

いたします。

(問い合わせ)

武雄市営業部海外対策課　担当：弦巻、岸川

〒843-8639 武雄市武雄町昭和1 －1

T E L　0954-23-5353　F A X 0954-23-7102



仮称『日本国地方政府連絡協議会』駐在事務所負担金

イニシャル ランニング／月 月数 補正要求額(JPY) 備考事務所賃料
5,564 2,650 ６ 22,580 入会金2か月分備品購入費 2,000 2,000 通信端末(ipad 携帯)会社設立に係る登記等代行費用 6,500 6,500 登記､ 定款､ 法定要件整備事務所設立経費 4,500 4,500開所式経費会議室賃料

1,000 ６ 6,000通信料
1,200 ６ ﾌ,200 固定電話通信料2
1,200 ６ ﾌ,200 通信端末経理処理代行
600 ６ 3,600会計委託消耗品費
600 ０事務用品等渉外費

500 4,200 ６ 25,700 渉外費用合計(シンガポールドル) 19,064 徃450 36 85,280為替ﾚｰﾄ
82 82 82

1,600,558 966,780 ０ ﾌ,085,374

。
＊参加自治体数が減っても､負担金の増減は生

じない。
＊渉外費 ㈱エクスコムの現地法人へ月経費(2割)を商談会等費用として支払う。S$ 2300 程度

クロスコープ

現地法律事務所JNC

クロスコープ
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内容 単価 数量 金額 備考
月額利用料
賃料　　　　　　　　　　 部屋番号30
インターネット利用料

電話番号利用料

SGD 2,000.00

SGD 100.00
SGD 150.00

１
１

１

SGD　　　　　2,000.00
SGD　　　　　　100.00

SGD　　　　　　150.00

一

一

一

入会時
入会金(賃料1ヶ月分)

セキュリティーカード発行料
SGD 2,000.00
SGD 150.00

１
１

SGD　　　　　2,000.00
SGD　　　　　　150.00

一

一

当月請求額

7% GST
合計

SGD　　　　　4,400.00

SGD　　　　　308.00
SGD　　　4,708.00

£ ﾌ冫゚£/2 濃 屋遯F号 ま夕2 茗鳶忿劃

内容 単価 数量 金額 備考
月額利用料
賃料

インターネット利用料
電話番号利用料

SGD 2,400.00

SGD 100.00
SGD 150.00

SGD　　　　　2,400.00

SGD　　　　　　100.00
SGD　　　　　　150.00

一

一

一

入会時
入会金(賃料1ヶ月分)

セキュリティーカード発行料
SGD 2,400.00

SGD 150.00

１
１

SGD　　　　　2,400.00

SGD　　　　　　150.00

一

一

当月請求額

7% GST
合 計

SGD　　　　　5.200.00
SGD　　　　　364.00

SGD　　　5,564.00

y プシａン み瀲廖蔘号冫yj 名尽lij膠廁ﾘ
内容 単価 数量 金額 備考

月額利用料
賃料　　　　　　　　　　　 部屋番号21
インターネット利用料
電話番号利用料

SGD 2.800.00
SGD 100.00
SGD 150.00

１

１
１

SGD　　　　　2,800.00
SGD　　　　　　100.00
SGD　　　　　　150.00

一

一

一

入会時

入会金(賃料1ヶ月分)
セキュリティーカード発行料

SGD 2,800.00
SGD 150.00

１
１

SGD　　　　　2,800.00
SGD　　　　　　150.00

一

一

当月請求額

7% GST
合 計

SGD　　　　　6,000.00
SGD　　　　　420.00

SGD　　　6,420.00



薩摩川内市長　 岩切　秀雄 様

武　市　海　第　２　号

平成２５年７月２４日

武雄市長　樋渡　啓祐

『日本国地方政府連絡協議会（仮称）』駐在事務所負担金について（依頼）

時下　 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃よりＦＢ良品の運営につきましては並々ならぬご協力を頂き感謝申し上げます。

本市では、他自治体と連携して、成長著しいＡ ＳＥＡＮ ６億人市場をターゲットに、特産

品のＰＲ及び販路開拓､ 観光客誘致などを実施したく、このたび、シンガポールを拠点とし、

現地事務所を設立することとしました。

つきましては、ぜひ貴市にご参画いただきたく、標記負担金について、予算措置をお願い

いたします。

(問い合わせ)

武雄市営業部海外対策課　担当：弦巻、岸川

〒843-8639 武雄市武雄町昭和1 －1

T E L 0954-23-5353　F A X 0954-23-7102
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